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2020 年4 月１日 

土佐酒アドバイザーアソシエーション会則 

（名称） 

第１条 本会は、土佐酒アドバイザーアソシエーション（Ｔ．Ａ．Ａ．）という。 

（目的） 

第２条 本会は、高知県酒造組合が認定した土佐酒アドバイザーを中心に組織し、土佐酒・日本酒振興に寄与す

ることを目指すとともに、会員相互の親睦・連携を促進することを目的とする。 

（本部及び事務局） 

第３条 本会は、本部を高知市大川筋1－7－31 に置き、支部を国内外に設置することができる。 

２ 本部内に事務局を置き、本会の事務を処理する。 

（事業） 

第４条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を⾏う。 

（１）土佐酒・日本酒のプロモーション 

（２）土佐酒・日本酒情報の収集・整理・分析 

（３）会員の知識の向上 

（４）会員相互の連携強化 

（５）その他、土佐酒・日本酒振興に係る諸活動 

（会員） 

第５条 本会は、次の者で組織する。 
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（１）正会員 土佐酒アドバイザーの呼称資格者 

（２）賛助会員 本会の目的に賛同する者 

（３）特別会員 高知県酒造組合員で本会の目的に賛同する者 

（退 会） 

第６条 会員は、本会を退会することができる。ただし、退会しようとする場合は、その旨を速やかに事務局に

報告しなければならない。 

（除 名） 

第７条 会員が、本会の会則に違反したとき⼜は本会の名誉を著しく傷つける⾏為をしたとき若しくはその他、

除名すべき正当な事由があると認められる場合は、会⻑は理事会の承認を得て当該会員を除名することができ

る。 

（会費） 

第８条 年会費は次のとおりとする。 

（１）正会員︓  6,000 円 

（２）賛助会員︓ 12,000 円 

（３）特別会員︓ 12,000 円 

（役員） 

第９条 本会に次の役員を置く。 

（１）会⻑ １名 

（２）副会⻑ ２名 

（３）理事 １０名以内 
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（４）監事 ２名 

２ 役員は無報酬とする 

３ 役員選出等については、別に定める。 

4  役員は会員から選出される 

（役員の職務） 

第１０条 役員の職務は、次のとおりとする。 

（１） 会⻑は、会務を統括し、会議の議⻑となる。 

（２） 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故がある場合は、その職務を代⾏する。 

（３） 理事は、重要な事項について審議する。 

（４） 監事は、会務及び会計を監査し、監査報告を作成する。 

（役員の任期） 

第１１条 役員の任期は２年とする。ただし再任を妨げない。 

２ 第８条に定める役員が欠けた場合における補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（役員の退任） 

第１２条 役員が任期の途中で退任しようとする場合は、遅くとも退任希望日の2 ヵ月前に退任届を会⻑に提出

する。退任届受領日から2 ヵ月後以降の希望の退任日を持って、役員は役員を退任出来る。 

（役員の解任） 

第１３条 会⻑は、役員が次の各号の⼀に該当する場合は、理事会の承認を経て役員を解任することができる。 

（１） 与えられた職務に消極的で、会議への欠席が著しく多い場合 
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（２） 病気や障害等により、職務を全うできないと判断された場合 

（３） 理事会において過半数を超える不信任があった場合 

（４） その他、本会の役員として、ふさわしくない⾏為があったと認められる場合 

２ 会⻑は、役員を解任した場合は、総会に報告することとする。 

（顧 問） 

第１４条 本会に顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、会⻑が理事会の承認を得て委嘱する。 

３ 顧問は、会⻑の諮問に応じるとともに、会⻑の求めにより理事会に出席して意⾒を述べることができる。 

４ 顧問は、無報酬とする。 

（事務局⻑） 

第１５条 本会は、本会の事務を処理する事務局⻑を置く。 

２ 事務局⻑は、理事会の承認を得て会⻑が委嘱する。 

３ 事務局⻑は、役員とともに各種企画の⽴案及び業務執⾏の補助を⾏う。 

４ 事務局⻑は理事会において決定された報酬を受け取ることができる。 

（会 議） 

第１６条 本会の会議は、総会及び理事会とする。 

２ 会議は、会⻑が招集し議⻑となる。 

３ 会議の開催は、開催日の2 週間前までに周知しなければならない。 

（総 会） 

第１７条 定期総会は、正会員および役員をもって構成し、毎年１回開催する。ただし、会⻑が必要と認めた場

合、⼜は役員の過半数の開催請求があった場合は、理事会の承認を経て臨時の総会を開くことができる。 
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２ 総会は、次の事項を議決⼜は承認する。 

（１） 事業報告及び収支決算 

（２） 事業計画及び収支予算 

（３） 会則の改廃 

（４） 役員の選任 

（５） その他、理事会において、必要だと認めた事項 

３ 前項第1 号、第2 号及び第4 号は、理事会の決議をもって総会の決議に代えることができる。ただし、総会

において承認を得るものとする。 

４ 総会の議事は、出席した者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議⻑の決するところによ

る。 

（理事会） 

第１８条 理事会は、会⻑、副会⻑、理事及び監事をもって構成し、毎年４回開催する。ただし、会⻑が必要と

認めた場合、⼜は役員の過半数の開催請求があった場合は、臨時の理事会を開くことができる。 

２ 会⻑は、理事会での協議内容に関連し、必要だと認める者を出席させ、発⾔させることができる。 

３ 理事会は、役員の過半数の出席をもって成⽴する。ただし、役員が出席できない場合は、委任状の提出⼜は

役員の指名する正会員の代理出席をもって出席したこととする。 

４ 理事会は、次の事項を審議する。 

（１） 事業報告作成及び収支決算作成に関すること 

（２） 事業計画作成及び収支予算作成に関すること 

（３） 会則の改廃案に関すること 
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（４） その他、本会の目的達成のために役員が必要と認めたこと 

５ 理事会の議事は、出席者の過半数をもって決する。ただし、可否同数の場合は、議⻑の決するところによる。 

（運営） 

第１９条 本会の運営は、会費及び寄附⾦等をもってこれに充てる。 

２ 寄附⾦、補助⾦、その他の収⼊の取り扱いについては、理事会の承認を得なければならない。 

３ 本会の会計区分は⼀般会計と特別会計とする。 

（事業計画及び収支予算） 

第２０条 本会の事業計画及び収支予算は、会⻑が作成し、理事会の議決を得た上で総会に諮り、承認を得なけ

ればならない。 

（事業報告及び収支決算） 

第２１条 本会の事業報告及び収支決算は、会⻑が作成し、理事会の承認を得た上で総会に報告し、承認を得な

ければならない。 

（会計年度） 

第２２条 本会の会計年度は、毎年4 月１日に始まり翌年3 月３１日に終わる。 

（会則の改正） 

第２３条 この会則は、総会出席者の３分の２以上の同意を得て、改正することができる。 

（規則等への委任） 

第２４条 本会の運営上必要があると認められる場合には、理事会において別に規則等を定めることができる。 

（設⽴年月日） 

第２５条 本会の設⽴年月日は平成３１年４月１日とする。 
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附 則  

１ この会則は、令和2 年4 月１日から施⾏する。 

２ アドバイザー協会設⽴当初の役員及び事務局⻑は、次のとおりとし、任期は第１０条を適⽤する。 

（１）会⻑ 山﨑 眞幹 

（２）副会⻑  

（３）理事 中⻄ 克⾏ 

（４）監事  

（５）事務局⻑ 平野 宏明 

 

 

 

 

 

 

  

 


